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施設の概要 

事業者 

● 事業者の名称  有限会社吉祥 

● 代表者の氏名  後藤 泰秀 

● 所 在 地  埼玉県新座市新堀３丁目３番３-902 号 

● 電 話 番 号  042-449-0742 

● 事 業 内 容  小規模保育事業の運営 

保育園の概要 

● 名 称  はぐみい保育園 

● 所 在 地  東京都小平市小川西町４丁目 14 番 26 号 

● 電 話 番 号  042-312-1949 

● 施設の種類    小規模保育施設（Ａ型） 

● 認 可 日  平成 30 年 4 月 1 日 

● 施設長氏名  榛澤 敦子 

● 施      設 
 

 敷地面積 147.74 ㎡（民有地を借地） 

 

建  物 

木造平屋建て 88.25 ㎡ 
保育室：有効面積 51.68 ㎡（0 歳児室 10.75 ㎡ 1.2 歳児室 40.93 ㎡） 

事務兼医務室：11.8 ㎡ 

幼児用トイレ： 2.52 ㎡ 

 園  庭 27.82 ㎡ 

 設  備 冷暖房、給排水 

●自己評価の概要 

職員による保育内容の自己評価を毎年一度実施し、サービス向上に努めます 

 

●職員への研修の実施状況 

園内研修の実施及び自治体等外部主催の研修会への参加 

 

●園児の人権の擁護・虐待の防止のために次の措置を講じています 

  （１）人権の擁護・虐待の防止等に必要な体制の整備 

  （２）職員による園児に対する虐待等の行為の禁止 

  （３）虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施 

  （４）その他虐待防止のために必要な措置 
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 常勤 非常勤 職務の内容 

施設長 １名 ― 
業務統括 

職員の指揮監督及び事務処理業務 

主任保育士 １名 ― 
施設長補佐 保育士への指導 

保育業務及びそれに付帯する事務処理業務 

保育士 ３名 ６名 
保育業務 

保育の計画立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務 

調理員 ― １名 給食業務 

職員体制 

園児定員 

２歳児 ８名 

１歳児 ７名 

０歳児 ３名 

合計 18 名 

 

開所日と保育時間 

 

 
保育標準時間

認定 
保育短時間認定 

保 育 時 間  7：30～18：30 8:30～16:30 

延長保育時間  
7:30～8:30 

16:30～18:30 

開 所 日  月曜日～金曜日 

休 所 日  
土曜日、日曜日、国民の祝日 

12 月 29 日～1 月 3 日 

 

 

 

 

連携施設 

●まるやまこども園（丸山幼稚園）５名 

●小平市立小川保育園      ３名 
 

連携協力の概要（両園共） 

（１）  乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定 

（２）  保育の適切な提供に必要な相談、助言、その他保育の内容に関する支援 

（３）  はぐみい保育園を利用する児童の卒園後の教育・保育の提供 

 

２歳児までの保育施設につき３歳児以降は転園することになります。卒園後の進級は原則、

上記連携施設２園への優先利用となります（２歳児クラス９月までの入園児が対象です）。

２歳児クラス在園中に連携施設への進級希望を確認したうえで、希望者多数となった場合

は、小平市による「入園選考基準表」に基づいた選考で利用調整をします。また、必要に応

じて、お子さんやご家庭の状況を、はぐみい保育園から連携施設に対してお伝えすることが

あります。 
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保育について 

保育理念 

０～２歳児とって最も大切なことは、特定の大人と愛着関係を形成し、守られている

と実感できる場で安心して過ごすことです。子どもを愛情こめて育み、個性を見出す

ことで子ども自身が持つ「成長する力」を引き出し、育てます。家庭や地域の方たち

と連携を図り、愛情を注いで子どもの成長を一緒に見守ります。 

保育方針 

●小規模保育室ならではの家庭的でゆったりとした雰囲気の中、子どもひとりひとり

の発達にあわせ、個性に寄り添った保育をします。 

●自然との関わりの中で五感を養い、心身ともに健康で豊かな生活を送ります。 

●「やってみたい」という好奇心に共感し、子どもの意欲や主体性を尊重します。 

保育理念・方針 

いちにちの流れ 

 
 

１・２歳児 

7：30 順次登園 視診 自由あそび 

9：00 おやつ 

9：30 あそび・おさんぽ 

11：30 給食 

12：15 午睡 

15：00 順次起床 

15：15 おやつ 

15：45 お迎えまで自由あそび 

18：30 閉園 

 

 

０歳児 

月齢に応じた個々のカリキュラムで 

過ごします 

 

年間行事（予定） 

 
 

  保護者参加行事 

４月 慣らし保育(新入園児)  

５月 内科健診・こどもの日 引き取り訓練 

6 月 歯科検診  

７月 水あそび・七夕 保護者会・保護者面談 

８月 水あそび  

９月 お月見  

10 月 いもほり(2 歳児)  

11 月 内科健診 保育参加 

12 月 お楽しみ会  

1 月 お正月あそび  

２月 節分 保護者会・運営委員会 

３月 ひなまつり 卒園おめでとうの会   

毎月 お誕生会・避難訓練・身体測定 

 感染症流行時には行事等を中止または内容を変更する可能性があります。 
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給食 

自園調理にて提供します。乳幼児期の健やかな心身の発達と成長のためには、毎日

の食事が大切な役割をはたします。乳幼児の栄養生理面、個人的な発達の特徴など

の特性を理解し、安全面に充分配慮して実施します。 

 

内容 
●昼食 

●おやつ 2 回（午前/午後） 

献立 

●前もって献立表を配布します。 

●材料の都合により献立・調理法を変更することがあります。 

●保育園で初めて食べた食品でアレルギーが発症することないよう給食で

提供される前に献立表で食材を確認し、あらかじめご家庭で食べていた

だくようお願いします。 

アレルギー 

対応食 

●アレルギー対応食は、保護者の方からの申し出により医師の診断書や指

示書に基づいて行います。指示書は見直しのため年に一度医師の診断に

より更新してください。 

●給食の提供は除去食を基本とします。食材によっては対応しかねる場合

もあります。 

●除去の状況が変わった場合、または内容に変更があった場合は、指示書

の再提出をお願いします。 

●宗教上の理由等による除去食は代替食を家庭よりご持参ください。 

●除去食の対応を円滑かつ効果的に行うため園長及び調理員・保育士は相

互に十分連携し、協議しながら行います。 

衛生管理等 

●多摩小平保健所に給食施設の開始届を届け出ています。 

●調理員、保育士は毎月細菌検査を行います。 

●調理室は清掃など衛生管理を徹底いたします。 

 

散歩 

保育園近隣の公園や施設で思いきり遊びます。自然や生きものとのふれあいは、室

内では味わえない貴重な体験です。おさんぽは、子どもの興味関心を広げるばかり

でなく、身体を動かすことで、食欲が旺盛になったり、スムーズなお昼寝にもつな

がっていきます。事故や怪我などを未然に防ぐため、交通量の少ない道を選ぶなど

安全第一に行動します。 

 

●散歩先 中宿通り南公園・森林公園・さくら公園 など 

＊詳細は巻末「はぐみい保育園おさんぽ＆避難場所 MAP」をご覧ください。 
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ご提出いただくもの 

●保険証のコピー 

●乳幼児医療証のコピー 

●母子手帳（面接時にお子さんの出生時から検診までのページを確認後返却します） 

●アレルギーをお持ちの場合はアレルギー検査結果のコピーと医師による診断書・指示書 

 

ご記入いただくもの 

●児童票 

●家庭連絡票 

●健康調査票 

●入園までの生活状況 

●食事調査 

●同意書（捺印） 

ご利用にあたって 

入園手続き 

保育負担額 

保 育 料 ●小平市が定める保育料保護者負担額 

延長保育料 ●15 分 100 円（短時間認定のみ。標準時間認定は対象外） 

※現金にて徴収いたします。             

※上記のほかには負担していただくものはありません。 

保育料のお支払い 

収納事務を安全にかつ円滑に行うため毎月一定日に、保護者の方の預金口座からの自動引き

落としによる保育料の納入方法を採用させていただいています。 

引落日 ● 当月分の保育料を毎月 13 日 (銀行休日の場合はその翌営業日) に自動振替し

ますので、前日までに金融機関に納入しておいてください。 

初回引落日：2025 年 5 月 13 日(火)【2025 年５月分の保育料として】 
 

＊４月分の保育料は４月 14 日(月)までに下記の口座にお振込みください。 
 

りそな銀行 清瀬支店（普）4314188 ユウゲンガイシャキッショウ 

 

領収書 ● 預金通帳の摘要欄に引落しの内容が表示されますので､領収書の発行は省略させ

ていただきます｡預金通帳の摘要欄には、ＲＫＳ（キツシヨウホイクリヨウ）と

印字されます。 
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利用の開始及び終了について 

【利用の開始】 

小平市の利用調整に基づき当園の入所が決定し、本入園のしおり等に保護者が同意された

後に保育の提供を開始します。 

【利用の終了】 

本園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

・園児が満 3 歳に達した年度の 3 月末日 

・園児の保護者が、小平市の定める支給要件に該当しなくなったとき 

・その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき 

【退園】 

退園を希望する場合は、保育園にお知らせいただいた上で、小平市が定める様式および方法

で小平市に退園届を提出してください。 

登園時 

●登園前に自宅にて必ず体温計測をしてください。（連絡用紙にご記入ください） 
 

●門扉はオートロック式で、外側から開けることができません。送迎時はインターフォンを

鳴らしてください。職員の応答後、インターフォンのモニターに顔を近づけお名前をお伝

えください。確認後、オートロックを解除しますので、サムターン錠を開けてお入りくだ

さい。サムターン錠は忘れずに施錠してください。 
 

●保育園に到着したら 

1. タブレットで登園をチェックします（大人の方が操作してください）。 

2. 感染症予防のため、保護者の方とお子さんは入室前に手洗いをお願いします。 

3．持参したお子さんの保育用品一式を所定の場所にセットします。 

4．０歳のお子さん及び熱性けいれん既往症のあるお子さんは体温計測をしてください。 

5. 連絡用紙を職員に手渡ししてください。その際、口頭で体調などを確認させていた 

だきます。前日までの怪我や体調などの様子もお知らせください。 
 

●駐車場はありません。車で登園する場合は、必ずコインパーキングをご利用ください。 

路上及び園向かいのコインパーキング横の月極駐車場の駐車は禁止です。 
 

●自転車置き場はありません。送迎のために一時的に指定の場所に置くことはできますが、 

自転車を置いての出勤等はできません。周辺の駐輪場をご利用ください。 
 

●ベビーカーは、スペースの関係で保育園に置いて出勤等はできません。 

登園・お迎え時 
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＊すべての持ち物にご記名をお願いします 

＊特に無記名の多い「靴下」「靴」「新しい衣類」へのお名前書きも忘れずにお願いします。 

＊忘れた場合などは園のものを貸し出しします。自宅で洗濯後、返却してください。 

 

毎日の持ち物  

●通園バッグ（エコバッグなど小さく折りたためるもの） 

●連絡用紙 

●手つきビニール袋の中に、「着替えセット１組」「紙おむつ１枚」をまとめたもの 

（手つきビニール袋と紙おむつにも記名してください） 

●ビニール製の食事用エプロン（２枚）（硬質プラスチックのエプロンは不可） 

●スタイ（必要なお子さんのみ） 

●【夏期のみ】水遊び用に水着やそれに代わるもの、タオル等 

 

一週間置きのもの ＊週末のお迎え時に返却します。自宅で洗濯して翌週明けに持参してください。 

●敷布団シーツ（１枚）（70 ㎝×120 ㎝×厚み 3 ㎝程度の布団が入るカバー） 

●お昼寝用バスタオル（1 枚）＊冬期は大人のひざ掛けなど 

●園の指定帽子 

●【冬期のみ】おさんぽ用上着 

 （前開きタイプでフードやボタン 

飾りのないもの） 

 

保育園に常時置いておくもの 

●着替え（３組程度）＊使用した分の補充をお願いします。 

●紙おむつ（１パック） 
＊外袋に２か所（上部と側部）大きく記名してください。おむつ個々への記名は不要です。 

＊使用済み紙おむつは保育園で処分します。 

●敷布団シーツ（１枚）＊サイズは上記の敷布団シーツと同様です。 

●粉ミルク・哺乳瓶（必要なお子さんのみ） 

お迎え時 

 ●伺っている方以外の方へのお子さんのお引渡しはできません。お迎えの方が変更になる

場合は必ず連絡をお願いします。 
 

●保育終了時刻に向けてお子さんの帰り支度をいたします。お迎え時刻が 15 分以上遅れた

り早まったりする場合は、分かった時点で電話でご連絡ください。 
 

●門扉のカギは保護者の方が開けてください。安全管理のため、お子さんが操作しないよう

にお願いします。 
 

●保育園前の道路は車の往来が多く危険です。お子さんから手を離さずに門の外に出てく

ださい。また、園前の駐車場には立ち入らずに帰宅してください。 

持ち物 

←ジッパー等でしめる 

◆両面に名前を大きく書いてください。 

◆フルカバータイプのものをお持ちください。 

※ボックスシーツ（端にゴムが入り布団をくるむタイプ

のもの）は衛生管理上お控えください。 おがわ はぐみ 

敷布団シーツについて 
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乳幼児の集団生活の場ということから、保育園では日頃から、安全面・衛生面に細心の注意

を払い、感染症流行や怪我の予防、私物の紛失、取り間違えのないよう対策しております。

下記、ご家庭におかれましても、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

 

●動きやすく、汚れてもいい服・靴を着用してください。 
 

●お子さんの身体のサイズにちょうどよく、着脱しやすい衣服と靴を着用してください。 
 

●活動量が多いので薄着を心がけてください（目安：大人よりも服１枚分少なく）。  
 

●安全な園生活を送るために、下記のような服装や靴類は避けてください。 

フード、ボタン、フリル、ビーズのある服 

ジッパー（上着除く）・サスペンダー等金具のある服 

つなぎ（ロンパース除く）、スカート、ベルト 

デニムなどの固い素材の服（着脱やトイレに意欲的に取り組めるよう） 

タイツ、長靴下（着脱に意欲的に取り組めるように） 

長過ぎないズボン（裾を折り返して履くと危険なため） 

ブーツ、サンダル、紐で結ぶタイプの靴 
 

●長靴で登園する場合は、靴を忘れずに持参してください。 
 

●園に必要のない物（玩具や飲食物等）の持ち込みはできません。 

＊お子さんの心の安定になるもの（タオルやぬいぐるみ等）はご相談ください。 
 

●子どもは汗をかきやすいので、長い髪の毛はゴム（装飾のないもの）で結び、前髪は目に

入らないようにしましょう。カチューシャやピン類は使用できません。 
 

●便、尿、血液、嘔吐物などで汚れた衣類は、感染予防のため、保育園では洗わずにそのま

まの状態でお持ち帰りいただいています。 

欠席・遅刻の連絡 

●当日の欠席連絡はアプリでお知らせください（登園予定時刻または遅くとも９:00 までに） 

●遅刻の場合は、原則 9:30 までには登園してください。 

●私用で保育園を利用する場合は、登園時にその旨お伝えください。原則として 8:30 から

16:30 までの利用にご協力ください。事情がある方はご相談ください。 
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保育園は、さまざまなお子さんや保育者とのかかわりの中で共に育ち合う集団生活の場。家

庭とは異なる環境で、新しいことをたくさん経験できる反面、家庭ではあまりなかった怪我や

病気など思いもよらなかったことも増えます。そのひとつひとつを親子の成長のきっかけと捉

えながら、保育園生活を楽しんでくださいね。ここでは保育園生活の心構えとして知っておく

と安心ポイントをいくつかご紹介します。 

 

●保育園に入ったら、体調を崩す機会が増えます。特に０～１歳は抵抗力（免疫力）が弱いの

で、感染症にかかりやすく、治りにくいことがあります。熱を出して登園できない日があっ

たり、登園後に体調不良になってお迎えにいかないとならなくなったりする日もあるでし

ょう。無理して登園するとこじらせて長期化することもあるので、ご家庭で十分に休息する

ようにしてください。集団生活では、我が子だけではなく、まわりのお子さんの健康を守る

ことへの配慮も必要です。 

●保育園をお休みしなければならなくなった時に備えて、あらかじめ職場や祖父母などの親

族、身近な人に相談しておく、病児保育室に事前登録をしておくなど、サポート体制を作っ

ておくと、いざという時に安心です。 

●言葉で自分の気持ちを伝えられるようになるまでは、お子さんによっては、他の子を噛んだ

り、引っかいたり、押したりする行動が見られることがあります。また、転倒するなどして

小さな怪我をすることもあります。怪我の予防には細心の注意を払っていますが、子どもの

行動は予測が難しいこともあり、完全に防ぐことは難しいということをご理解ください。 

●保育園ではおよその生活リズムが決まっています。入園前に、さんぽ、食事、お昼寝など、

保育園と同じ時間帯で生活をしてみることで、お子さんはその生活リズムに慣れ保育園生

活に移行しやすく、保護者の皆様は入園後の生活をイメージしやすくなるでしょう。 

●私たちは保護者の皆様と一緒にお子さんを育て、成長を共に願う“同志”でありたいと思っ

ています。子育てに悩みや不安はつきものです。自分だけで抱えることなく、保育園を味方

にして、いつでもご相談くださいね。 

  保護者の方との連絡 

●保護者面談、毎日の連絡用紙などで、お子さんの様子や気になることを伺いながら、共

に考えていきたいと思っています。どうぞお気軽にお声かけください。 

●お子さんの安全にも関わることですので、体調、ご家庭での怪我など、連絡用紙や口頭

で詳しくお知らせください。 

●お子さんやご家庭に関する個別相談は随時受け付けています。 

●保護者会は年２回開催し、保育園でのお子さんの様子や行事などについてお伝えします。 

●園だよりを毎月１回発行します。月の予定や連絡事項などをご確認ください。 

●ホームページ（※）や園だよりなどで園での生活を随時お知らせします。 

（※）ホームページ「ご家庭のページ」にて園での様子を写真付きで掲載しています。使用する写真

にはお子さまたちが写っているため、パスワードによるロック解除を必要とする閲覧制限をかけてい

ます。パスワードが漏洩しないようくれぐれもご注意ください。パスワードは安全管理のため定期的

に変更しますが、漏洩した場合は速やかにお知らせください。また、ホームページに掲載した写真は

インターネット上等に拡散されないよう、閲覧以外の目的での使用はされませんようお願い申し上げ

ます。なお、ロック解除のためのパスワードは入園後に配付いたします。 
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個人情報の取り扱いについて 

【個人情報の保護】 

当園では、取得した個人情報が第三者によって不当に扱われることのないよう適切に管理いた

します。第三者への個人情報への開示は原則として行いません。だたし、下記の場合は開示す

ることがあります。 

○保護者の方の承諾がある場合 

○法令により開示を求められた場合 

○保育園の嘱託医など保育園運営に必要な業務委託先に情報提供する場合 

 

【利用目的】 

お子さまに関する日々の保育、健康管理、必要時の連絡等、保育園の円滑な運営に必要な範囲

に限り使用いたします。また、保育中に撮影したお子さまの写真、名前・生年月日、健康保険

証・乳幼児医療証につきましては≪表≫の目的において使用させていただきます。 

≪表≫ 

個人情報内容 使用目的 

各種写真 園だより「はぐみい通信」への掲載 

園内掲示板等での掲示 

日常保育や行事の記録 

各家庭への配付 

園紹介パンフレット等への掲載 

ホームページへの掲載（※） 

名前・生年月日 園だより「はぐみい通信」への掲載 

園内掲示板等での掲示 

健康保険証・乳幼児医療証 園からの病院受診時用のコピーの提出 

◎上記以外の目的で使用することはありません。 

（別の目的で使用する場合は、あらかじめ保護者の方の了承を得ることとします） 

（※）ホームページ上で閲覧制限のない公開ページに使用させていただく場合は、個人が特定

されないよう写真加工する、または保護者の方の同意を得た場合のみ使用いたします。 

 

個人情報管理責任者 ●施設長 榛澤敦子 

ご心配や疑問等ありましたらご相談ください。 

園内における写真や動画の撮影について 

園内または園行事において、保護者の皆様が携帯電話やカメラ等で撮影された写真・動画に関

しましては、各ご家庭のみでお楽しみいただき、SNS 等インターネットやその他への掲載はお

控えください。また、他の園児の顔や名前などの個人を特定できる形での写り込みには十分ご

注意ください。 
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与薬は医療行為のため、保育園では下記の考えから、原則として薬をあずからないことになっ

ております。 

●主治医から乳幼児に処方された薬は、保護者が与えるべきものである。 

●内服薬を飲まなければならない状態の時は、自宅などで療養が必要な時期であり、 

保育園での集団生活は適さない。 

医療機関を受診する際は、保育園に通っていることを医師に伝え、家庭で服用できるようにご

相談ください。（朝晩の 2 回、または１日３回の薬は、登園前・帰宅後・就寝前の服用） 

健康管理について 

登園前の健康チェック 

自宅で体温測定と健康状態を確かめてから登園してください。 

●37.5 度以上の発熱、嘔吐・下痢、咳、倦怠感等の症状がある場合、保育はお受けできま

せん。 

●38.0 度以上の発熱時は、解熱後 24 時間を経過するまでは登園はお控えください。 

   ただし感染症流行時には、状況に応じて変更の可能性があります。 

●解熱剤を飲んでいたり、座薬を入れての登園はお控えください。 

●服薬中（薬名）やホクナリンテープを貼っている時は連絡用紙でお知らせください。 

テープ類がはがれてしまった際には、誤食防止のため園で処分させていただきます。 

●伝染性の疾患が治って登園する場合は、登園許可証明書が必要となります。 
 

保育中に 37.5 度以上の熱が出た場合、発熱はなくても嘔吐・下痢、ひどい咳や鼻水 

など明らかに具合の悪い場合はご連絡いたしますので、お迎えにいらしてください。 

保育園で行う健康診断など 

●嘱託医による健康診断 年２回 

●歯科医による歯科検診 年１回 

●身体測定（身長・体重） 月１回 ※結果は成長の記録に記入してお知らせします。 

●はぐみい保育園の嘱託医● 鈴木小児科内科医院  鈴木理永 医師 

(小平市学園西町 2-11-28 TEL042-341-0353) 

保育園における薬の取組みについて 

予防接種を受けたら 

予防接種後は、副反応による発熱等に備え保護者の方の見守りが必要です。接種した日は保育

園をお休みしていただく、または、休日または降園後に受けていただくようお願いします。健

康調査票に転記いたしますので、種別と回数を連絡用紙でお知らせください。 
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医師が記入した「登園許可証明書」が必要な感染症 

感染症名 登園のめやす 

麻疹（はしか） 解熱後３日を経過するまで 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後３日を経過するまで 

新型コロナウイルス感染症 
発症した後５日を経過し、かつ症状が軽快した後１日を経過すること  

※無症状の感染者の場合は、検体採取日を０日目として５日を経過すること 

風疹（三日はしか） 発疹が消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が、かさぶたになるまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身

状態が良好になるまで 

結核 医師により感染のおそれがないと認められるまで 

咽頭結膜炎 

（プール熱、アデノウィルス感染症） 
主な症状が消失した後２日経過するまで 

流行性角結膜炎（はやり目） 医師により感染のおそれがないと認められるまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は、5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が

終了するまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において、感染のおそれがないと認められるまで 

腸管出血性大腸菌感染症 

（Ｏ１５７・Ｏ２６・Ｏ１１１等） 
医師により感染のおそれがないと認められるまで 

溶連菌感染症 抗菌薬内服後 24～48 時間経過し、発熱、発疹等の症状が回復するまで 

伝染性膿痂疹（とびひ） 皮疹（ひしん）が乾燥していること。医師の指示に従う 

突発性発疹 解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと 

伝染性紅斑（りんご病） 全身状態がよいこと 

手足口病 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

ＲＳウイルス感染症 呼吸症状が消失し、全身状態が良いこと 

ウイルス性胃腸炎 

（ノロ・ロタ・アデノウィルス等） 
嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 

帯状疱疹 すべての発疹がかさぶたになってから 

マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること 

 ●「登園許可証明書」の用紙は保育園にあります。ホームページからもダウンロードできます。 

●上記以外でも体調を崩したなどで受診した時は、保育園に通っていることを伝えた上で、い

つから集団生活が可能か、医師に確認をとってください。 

保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行を防ぐこと

で、お子さんたちが快適に生活できるよう、下記の感染症については医師による登園許可証明

書の提出が必要です。集団での保育園生活が可能な健康状態となってから登園するようにご配

慮ください。感染症発生時に受診する際には、「今、保育園で○○と診断されたお子さんいま

す」とお伝えください。診断の参考にしていただけます。 
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緊急時・お困りの際は   

  

保険の種類 日本スポーツ振興センター災害共済 
乳幼児賠償責任保険 

普通傷害保険 

保険の内容 保育園内、園外保育での事故 保育園管理下での事故 

保険金額 年額 210 円（令和 6 年度実績） 無償 

補償について 各規約によります 

加入保険 

緊急時への対応 

●お子さんに体調の急変などが生じた場合は、あらかじめ保護者の方が指定した緊急連絡

先へ連絡をし、嘱託医または主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

●保護者の方と連絡が取れない場合には、お子さんの身体の安全を最優先させ、当保育園

が責任を持ってしかるべき対処を行います。 

●保育園には防犯カメラと AED を設置しています。職員を対象に AED を使った心肺蘇生

訓練を定期的に実施しています。 

 

●管轄消防署 

消防署名 小平消防署 小川出張所 

所在地 小平市小川町 1-208-1 

電話番号 042-345-0119 

 

●管轄警察署 

警察署名 小平警察署 

所在地 小平市小川町 2-1264-1 

電話番号 042-343-0110 
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非常災害時への対策 

地震等の大災害時には、近隣からの出火や避難場所への避難命令が出ない限り、室内で

待機し、保護者の方のお迎えをお待ちします。避難が必要な場合は、下記の避難場所へ避

難いたします。 

非常災害時等に対する計画 非常災害時や防犯等に対する計画は別に定めます 

避 難 訓 練 火災及び地震等を想定した避難訓練を実施（月１回） 

防 災 設 備 煙感知器・熱感知器・消火器 

避 難 場 所  
第一避難場所 小平第二中学校 

第二避難場所  東京障害者職業能力開発校グランド 

 

非常災害発生時には、安全安心を最優先に考え、下記のとおり臨時休園等の対応をさせ

ていただきます。なお、状況に応じて対応が変更となる可能性があります。 

 

●気象警報の発令等に伴い臨時休園とする場合 

  気象警報の発令等により、次表のとおり臨時休園等の対応をします 

警戒レベル 

特別警報 

（大雨・大雪・暴風・

暴風雪） 

公共交通機関の計画運休（完全運

休）の予定が発表されるなど、送迎

が困難になる恐れがある場合 
警報発令時 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

 
 
 

休園 

 
 
 

休園 

 
 
 

休園 
警戒レベル４ 

避難指示 

警戒レベル３ 

高齢者等避難 

警戒レベル２ 

注意報 休園 

保育中の場合は避難行

動をとります 

登園自粛やお迎えの要請を行うこと

があります 
開園 

警戒レベル１ 

早期注意情報 

 

保育中の場合は避難行動をとります 

非常災害発生時における臨時休園等の対応 
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保育内容に関する相談、苦情 

保育サービスの向上をはかるため、ご意見・ご要望・苦情等のご相談の窓口を設置してい

ます。お気づきの点がございましたら、受付担当者へご連絡をお願いします。適切に対応

し、改善を図るよう努めます。また、保育園へ直接言いづらいなどがありましたら、第三

者委員、小平市へ相談することもできます。 

 

相談・苦情受付担当者 飯島 早優美（主任保育士） 

相談・苦情受付責任者 榛澤 敦子（施設長） 

第三者委員 

秋和 譲二（社会福祉法人双実福祉会 理事長） 

所沢市北岩岡 480 TEL 04-2942-7047 

當眞 正純（学校法人新所沢幼稚園 理事長） 

所沢市美原町 2-2929 TEL 04-2942-6038 

小平市の相談・苦情窓口 
小平市 子ども家庭部保育課 

小平市小川町 2-1333 TEL 042-346-9594 

面接・文章・電話などの方法で相談・苦情を受付けます。 

●保育従事者の配置状況により臨時休園等とする場合 

気象警報等が発令されていない場合であっても、当日中に、特別警報の発令が想定され

ている状況等において、公共交通機関の計画運休や交通状況により、保育従事者を複数

配置できない場合は休園とします。また、複数配置できる場合であっても通常の保育士

配置が困難である場合は、登園自粛やお迎えの要請を行うことがあります。 

 

●地震の発生により臨時休園等とする場合 

震度５弱以上の地震が発生した場合、被害状況に応じて休園となることがあります。 

保育中に震度５弱以上の地震が発生した場合は、お迎えの要請を行うことがあります。 

 

●保育の再開および停電による断水等による臨時休園等 

台風等が通過した後の保育の再開にあたっては、職員の安全、施設の被害状況や周辺状 

況を確認し、安全な保育ができる環境を確認したうえで受入れを開始します。また、停電 

による断水や床上浸水、施設の損壊等により、安全に保育することが困難であると判断 

した場合は、臨時休園とさせていただきます。 

緊急時の連絡体制 

緊急時は、アプリ「るくみーfor FAMILY」、E メール、保育園の携帯電話（緊急時対応用）

にて連絡体制を取ります。電話・携帯電話等が不通となった場合は NTT 災害用伝言ダイヤ

ル「171」を活用して、園の最新情報を入手してください。 

【携帯電話】  080-6666-9936 （緊急時のみ対応） 

【E メール】  info@hugmeogawa.com 
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〒187-0035 小平市小川西町４-14-26 

TEL  042-312-1949  

FAX 042-312-1959 

メールアドレス info@hugmeogawa.com 

HP アドレス  https://www.hugmeogawa.com/ 


